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京都市男女共同参画センター ウィングス京都における 

ギャラリースペースの設置及び図書情報室の業務見直しについて 

  

１ ギャラリースペースの設置 

 ⑴ 設置目的 

「男女共同参画の推進に資する活動の用に供するための施設」とする京都市男女

共同参画センター条例上の設置目的を踏まえ，パネルの設置やチラシの配架等によ

る男女共同参画に関する情報発信を行うほか，市民団体等が作品の発表を行う場を

提供することにより，併せて，市民の芸術文化の振興を図る。 

 

⑵ 開設日 

  平成２９年９月２１日（木） 

 

⑶ 平成２９年度予算 

  ２５，０００千円 

 

⑷ 運営の詳細 

 ア 展示可能作品 

   絵画，彫塑，工芸，書，デザイン，漫画，写真及びそれに類する美術作品 

 イ 時間区分及び施設使用料 

  ○ 午前９時～午後５時  ３３，０００円 

  ○ 午前９時～午後９時  ５４，０００円 

   ※ 水曜日及び１２月２９日～１月３日は，ウィングス京都の休館日。 

   ※ 使用者が入場料を徴収する場合，使用期間中の入場料の収入額の１０分の

１に相当する額が，ギャラリースペースの使用料の総額を超えるときの使用

料は，前者の額とする。 

   ※ 使用者が展示作品の販売を行う場合は，通常の２倍に増額した使用料を払

うこととする。なお，展示作品の販売を行わず，展示作品に関する図録，ポ

スター，絵はがき等の販売を行う場合は，通常料金とする。 

 ウ 基本となる貸出期間 

  貸出し開始日を木曜日とし，火曜日までの１週間以内を貸出しの基本とする。 

   なお，他に予約希望がない場合に限り，１週間を超える期間の貸出しを可能と

する。 

  エ 販売の条件 

   ○ 販売者 

     制作者及び制作者が所属する団体 

   ○ 販売可能な物 

    ・ ギャラリースペースで展示している美術作品 

    ・ 展示作品に関する図録，ポスター，絵はがき等で，その販売を認めること

が芸術家による芸術活動の支援に資すると認められる物 

資料６ 
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 ⑸ ギャラリースペース図面 

  

 

２ 図書情報室の業務見直し 

 ⑴ 見直しの概要 

○ 図書情報室の新規利用登録者数や貸出冊数等が減少している状況を鑑み，見直

し前に貸出し又は閲覧に供していた一般図書・雑誌，新聞等は取扱いをやめるな

ど，蔵書の見直しを行う（蔵書数：約７万冊→約２万５千～３万冊）。 

  なお，蔵書の見直しに当たっては，有識者（京都市男女共同参画審議会会長 田

端泰子氏（京都橘大学名誉教授））を交え，市と（公財）京都市男女共同参画推進

協会により，選定を行う。 

○ 図書情報室の見直し後も，男女共同参画に関する情報の専門的な発信拠点とし

ての性格を維持し，男女共同参画に関する入門的な図書から専門性の高いものま

でを収集し，広く蔵書を市民の閲覧に供することにより，男女共同参画に関する

資料に幅広く触れることができる，市民に開かれた情報提供の場とする。 

○ 貸出業務については，継続する方向で検討を進める。 

  なお，現行の貸出システムの契約期間である平成３１年２月末までは，現行シ

ステムを継続し，業務見直し後の利用状況を参考としたうえで，新たな手法を導

入することとする。 

ギャラリースペース 

転用箇所 

図書 

情報室 

移動壁面 

３箇所 

貸付時間外用の

扉を設置 

※ギャラリースペース専有面積：約２４０㎡（概算） 
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○ 男女共同参画に関する啓発事業等を実施する際に，市立図書館に連携・協力を

求め，館内での関連図書の特設展示開催等，広く市民に発信できるよう工夫を図

っていく。 

 

 見直し前 見直し後 

蔵書の種類 男女共同参画に関する図書・雑誌・

行政資料等，一般図書・雑誌，新聞，

コミック 

男女共同参画に関する図書・雑誌・

行政資料，コミック等 

蔵書数 約７万冊 約２万５千～３万冊 

機能 資料の貸出し（新聞，最新号の雑誌，

参考図書を除く。），情報収集，蔵書

閲覧の場の提供，レファレンス，所

蔵情報のホームページでの公開 

資料の貸出し（最新号の雑誌，参考

図書を除く。），情報収集，蔵書閲覧

の場の提供，レファレンス，所蔵情

報のホームページでの公開 

 

 ⑵ 図書情報室閉室期間 

   平成２９年５月１日（月）～９月１９日（火）  

    ※９月２０日（水）は休館日 


